８医務第116号
令和８年４月８日
　各保健所長　殿
保健医療局長
巡回診療及び巡回健診取扱要領の改正について（通知）
　令和８年３月27日付け医政発0327第６号「「巡回診療の医療法上の取り扱いについて」及び「医療機関外の場所で行う健康診断の取扱いについて」の改正について」で通知のあった改正に合わせ、「巡回診療及び巡回健診の取り扱いについて」（平成８年２月20日付け８医第135号衛生部長通知）で定めた「巡回診療及び巡回健診取扱要領」を別紙のとおり一部改正しました。
つきましては、貴所管内の医療機関等に対して適切に指導してください。　
なお、令和８年３月27日付け医政発0327第６号「「巡回診療の医療法上の取り扱いについて」及び「医療機関外の場所で行う健康診断の取扱いについて」の改正について」の厚生労働省からの通知については、公益社団法人愛知県医師会、一般社団法人愛知県歯科医師会、一般社団法人愛知県病院協会及び一般社団法人愛知県医療法人協会へ別に通知しました。
担　　 当　健康医務部医務課
医療指導グループ
電　　 話　052-954-6275（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）
ファックス 052-954-6918

電子メール imu@pref.aichi.lg.jp
